
徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

大
守

良
隆

小
松
島
市
坂
野
町
字
中

小
松
島
市
間
新
田
町
字

五
、
二
三
三
・
〇
〇

道
一
三
番
地
一

ヤ
ケ
木
二
二
五
番
一
ほ

か
六
筆

勝
瀬

健
二

同

立
江
町
字
青

同

立
江
町
字
赤

一
、
四
六
四
・
〇
〇

森
二
五
番
地

石
七
一
番

長
濱

希

阿
波
市
土
成
町
吉
田
字

阿
波
市
土
成
町
吉
田
字

七
七
三
・
〇
〇

一
本
松
の
二
の
一
二
三

原
田
市
の
四
の
六
番
一

番
地
五

妹
尾

佳
秀

同

市
場
町
香
美
字

同

市
場
町
大
俣
字

一
、
一
〇
八
・
〇
〇

住
吉
本
二
番
地
一

八
幡
一
九
二
番

長
濱

道
夫

同

土
成
町
吉
田
字

同

土
成
町
吉
田
字

三
、
四
二
六
・
〇
〇

一
本
松
の
二
の
一
二
四

一
本
松
の
一
の
五
四
番

番
地

二
ほ
か
三
筆

山
添

茂
芳

同

市
場
町
大
俣
字

同

阿
波
町
早
田
三

一
、
八
八
二
・
〇
〇

行
峯
二
九
八
番
地
一

〇
六
番
一
ほ
か
一
筆

江
西

慎
太
郎

徳
島
市
北
島
田
町
一
丁

名
西
郡
石
井
町
高
川
原

二
、
三
〇
八
・
〇
〇

目
一
三
三
番
地
三
ロ
フ

字
高
川
原
二
四
三
番
一

ト
ハ
ウ
ス
二
〇
四
号
室

ほ
か
四
筆

同

同

同

九
二
五
・
〇
〇

三
六
七
番
一

市
原

秀
一

名
西
郡
石
井
町
高
原
字

同

二
、
二
五
二
・
〇
〇

平
島
二
六
二
番
地
二

字
南
島
六
七
七
番
一
ほ

か
二
筆

四
宮

慎
一
郎

板
野
郡
上
板
町
西
分
字

板
野
郡
上
板
町
西
分
字

一
、
八
〇
四
・
〇
〇

東
ツ
メ
ノ
一
五
番
地
三

原
渕
九
番
三

同

同

同

三
、
八
〇
二
・
一
六

九
番
四
ほ
か
三
筆

今
津

祐
一

名
西
郡
神
山
町
鬼
籠
野

名
西
郡
神
山
町
神
領
字

八
九
六
・
〇
〇

字
阿
保
坂
四
九
番
地

西
野
間
九
二
番



二

認
可
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日


